
鹿沼市デコ活補助金　申請時チェックシート 

問い合わせ先　鹿沼市役所 環境課 環境政策係（平日 8：30～17：15） 

　　　　　電話 0289-64-3194 ／ メール kankyo@city.kanuma.lg.jp 

〔交付要件〕※詳細は要領をご確認ください。 

 対象設備（設置時期） 補助金の条件

 LED 照明器具 

（令和７年４月１日以降）

□設置した住宅が建築後１年以上経過 

□住宅に固定して使用(コンセント式、電池式等は対象外) 

□蛍光灯、白熱灯等のＬＥＤ以外の照明器具から買替え

 太陽光発電設備 

（令和６年４月１日～令和７年３月

３１日）

□設置した住宅が建築後１年以上経過 

□太陽電池モジュールの出力の合計値又はインバータの出力が、３

KW から１０KW まで 

□ＰＰＡ、リースその他利用者が初期設置費用を負担しない方法で

設置されたものでない

 おひさまエコキュート 

（令和７年４月１日以降）

□設置完了日が令和７年４月１日～令和８年３月３１日において

は、対象住宅は、おひさまエコキュートの設置時点において、建

築後１年を経過 

□太陽光発電設備が設置されている対象住宅に設置されるととも

に、当該太陽光発電設備と常時接続され、その太陽光発電余剰電

力を使用して昼間に沸き上げを行うもの 

□各メーカーにおいて、「おひさまエコキュート」として販売され

ているもの 

□リースなど利用者が初期設置費用を負担しない方法で設置され

たものでないこと

 リチウムイオン蓄電池 

（令和７年４月１日以降）

□設置した住宅が建築後１年以上経過 

□太陽光発電設備が設置されている対象住宅に固定設置され、当該

太陽光発電設備が発電した電力を充電可能な状態にあること 

□設置に要した経費の合計額が、５０万円以上 

□リースなど利用者が初期設置費用を負担しない方法で設置され

たものでないこと

 太陽光発電設備とリチウムイオン蓄

電池の一体設置 

（令和８年４月１日以降）

□設置した住宅が建築後１年以上経過 

□太陽光発電設備及びリチウムイオン蓄電池がそれぞれ単独設置

時の交付要件を満たしている 

□太陽光発電とリチウムイオン蓄電池の一体設置をしている

 電気自動車及び PHEV 車 

（令和７年４月１日以降）

□一般社団法人 次世代自動車振興センターが交付する CEV 補助

金の補助対象車両である 

□カーシェアリング、レンタルその他複数人による利用を前提とし

た導入方法でない

 V2H（充放電設備） 

（令和８年４月１日以降）

□補助申請者又は当該申請者と同一世帯の者が電気自動車等を所

有している



〔必要書類〕 

 対象設備 申請に必要な書類 チェック内容

 全設備 □補助金等交付申請書 

兼請求書（様式第１号） 

（電子申請の場合は不要）

□申請者の住所は住民票の住所と同じである 

□市税等の滞納がない 

□申請者本人の口座である

 □工事請負契約書の写し　

又は売買契約書の写し等

□申請者及び契約先業者の印が押してあるもの 

□収入印紙の貼付が確認できるもの(電子契約は除く)

 □費用内訳書 □工事請負契約書の写し又は売買契約書等に内訳がある場

合は不要

 □領収書の写し □契約書と金額が同じであるもの 

□リース契約及び残価クレジットの場合、リース契約や残

価クレジットの契約が分かるもの 

※法定耐用年数以上の契約で補助対象

 □カラー写真 

(現像したものは A４サイズ

の台紙に貼付すること)

【全設備共通】 

□自宅の全景

 LED 照明器具 

□交換前後の照明器具本体 

□交換前後の器具型番が分かるもの

 太陽光発電設備(令和６年度設置) 

□対象設備本体

 おひさまエコキュート 

□対象設備本体 

□連携している太陽光パネル

 リチウムイオン蓄電池 

□対象設備本体 

□連携している太陽光パネル

 太陽光と蓄電池一体導入 

□対象設備本体

 電気自動車及び PHEV 車 

□設備本体を自宅駐車場に駐車したもの

 V2H(充放電設備) 

□設備本体 

□所有する電気自動車

 電気自動車 

PHEV 車 

V2H

□自動車検査証 □電気自動車及び PHEV 車は、使用者が申請者と同一であ

ること(割賦による購入を除く) 

□V2H は、申請者と使用者が同一住所であること

 その他 □工事等完了証明書 

（様式第２号）

□契約書・領収書の日付が補助対象期間外である場合


